
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

家
を
建
て
る
と
き
、
敷
地
に
接
す

る
道
路
は
幅
員
４
ｍ
以
上

　
建
物
の
新
築
や
増
改
築
を
す
る
場

合
、
敷
地
は
建
築
基
準
法
で
定
め
ら

れ
た
道
路
（
原
則
幅
員
４
ｍ
以
上
）

に
接
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
幅
員
４
ｍ
未
満
の
道
路

で
あ
っ
て
も
、
建
築
基
準
法
の
適
用

を
受
け
る
前
か
ら
建
物
が
立
ち
並
ん

で
い
る
道
路
で
、
各
条
件
を
満
た
し

て
い
る
も
の
（
法
42
条
２
項
道
路
）

は
、
建
物
を
建
て
る
際
に
道
路
の
中

心
線
か
ら
２
ｍ
ま
で
敷
地
を
後
退
さ

せ
る
こ
と
で
、
幅
員
４
ｍ
の
道
路
が

あ
る
と
み
な
し
て
建
築
す
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。
こ
の
後
退
し
た
部
分
は

道
路
と
同
じ
扱
い
と
な
る
た
め
、
建

物
や
塀
な
ど
を
造
る
こ
と
は
出
来
な

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
建
替
等
の
際

に
後
退
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
既
存

の
塀
等
も
撤
去
・
移
転
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

～
狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
促

進
事
業
～

　

２
項
道
路
に
関
し
て
「
後

退
用
地
無
償
使
用
承
諾
書
」

の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
、
固

定
資
産
税
の
非
課
税
措
置
や

後
退
に
伴
う
塀
や
門
の
撤
去

費
用
の
一
部
補
助
制
度
（
限

度
額
10
万
円
）
を
活
用
で
き

ま
す
。
ま
た
、
後
退
用
地
を

市
に
寄
附
し
て
い
た
だ
け
る

場
合
に
は
、
分
筆
測
量
費
の

一
部
に
つ
い
て
も
補
助
（
限

度
額
30
万
円
）
を
行
っ
て
お
り
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ

の
補
助
制
度
の
利
用
に
は
、
条
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
前
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問 

建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

ご
み
の
適
正
な
分
別
の
お
願
い　
　

　
４
月
５
日
（
水
）
11
時
頃
に
岩
舟

町
地
内
に
お
い
て
、
も
や
さ
な
い
ご

み
の
収
集
運
搬
中
に
穴
の
開
い
て
い

な
い
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ガ
ス

ボ
ン
ベ
が
原
因
と
思
わ
れ
る
車
両
火

災
事
故
が
あ
り
ま
し
た
。 

近
年
、

と
ち
ぎ
ク

リ
ー
ン
プ

ラ
ザ
で

は
年
間

１
０
０
件

以
上
の
発

火
事
例
が
あ
り
、
主
な
原
因
は
、
も

や
さ
な
い
ご
み
に
混
入
し
た
小
型
充

電
式
電
池
や
ス
プ
レ
ー
缶
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
火
災
が

発
生
す
る
と
収
集
車
や
処
理
施
設
に

被
害
が
生
じ
、
ご
み
処
理
が
滞
る
だ

け
で
な
く
、
作
業
員
や
地
域
の
皆
さ

ま
の
人
命
に
関
わ
る
大
き
な
事
故
に

繋
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
く
ご
み
を
出

し
て
く
だ
さ
い
。

・
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ガ
ス
ボ

ン
ベ
は
中
身
を
使
い
切
っ
て
、
穴
を

は
っ
き
り
２
か
所
以
上
開
け
、
穴
を

開
け
た
場
所
を
丸
印
で
囲
ん
で
、
ス

プ
レ
ー
缶
だ
け
を
他
の
も
や
さ
な
い

ご
み
と
は
別
の
中
身
が
見
え
る
袋
で

出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
小
型
家
電
は
電
池
を
外
し
、
小
型

家
電
の
ご
み
収
集
日
に
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
７

献
血
へ
の
ご
協
力
の
お
ね
が
い

　
命
を
救
え
る
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
献
血
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

日
時　
６
月
22
日（
木
）、23
日（
金
）

受
付
時
間:

10
時
～
11
時
45
分
、
13

時
～
16
時

場
所　
栃
木
市
役
所
本
庁
舎
３
階
正
庁

対
象　
16
歳
～
69
歳
の
方
。た
だ
し
、

65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て
は
60
歳
～

64
歳
に
献
血
経
験
が
あ
る
方
に
限
る

内
容　
２
０
０
㎖
（
先
着
順
で
、
定

員
に
達
し
次
第
受
付
を
終
了
し
ま

す
）
ま
た
は
４
０
０
㎖
献
血
の
み

所
要
時
間 

20
～
30
分
程
度

問 

健
康
増
進
課　

  

☎
（25）
３
５
１
２

水
道
料
金
等
の
未
払
い
詐
欺
に
ご

注
意
く
だ
さ
い

　
上
下
水
道
局
の
職
員
を
名
乗
り
訪

問
し
、
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
騙
し
取
り
、
預
金
が
引
き

出
さ
れ
た
事
案
が
発
生
し
ま
し
た
。

　
上
下
水
道
局
で
は
、
い
か
な
る
理

由
が
あ
っ
て
も
お
客
様
か
ら
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
少
し
で
も
不
審
に
思
わ
れ
た

場
合
は
、
上
下
水
道
局
へ
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

問 

上
下
水
道
総
務
課
☎

（25）
２
１
０
０

緊
急
地
震
速
報
訓
練

　
消
防
庁
と
気
象
庁
が
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た

訓
練
を
全
国
で
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。

日
時　
６
月
15
日
（
木
）
10
時
頃

放
送
さ
れ
る
機
器　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
の
Ｌ
字
放
送
（
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ

ま
す
）

※
気
象
・
地
震
活
動
の
状
況
等
に

よ
っ
て
は
、
訓
練
用
の
緊
急
地
震
速

報
の
配
信
を
急
き
ょ
中
止
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問 

危
機
管
理
課     

☎
（21）
２
５
５
１

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
の
全
国

一
斉
情
報
伝
達
試
験

日
時　
６
月
７
日
（
水
）
11
時

放
送
内
容　
「
上
り
チ
ャ
イ
ム
＋『
こ

れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
』

×
３
＋
下
り
チ
ャ
イ
ム
」

放
送
さ
れ
る
機
器　

屋
外
ス
ピ
ー

カ
ー
（
１
８
５
か
所
）
／
防
災
ラ
ジ

オ
（
自
動
起
動
し
ま
す
）
／
Ｆ
Ｍ
く

ら
ら
８
５
７
の
緊
急
割
り
込
み
放
送

／
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
Ｌ
字
放
送

（
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ
ま
す
）

問 

危
機
管
理
課　

  

☎
（21）
２
５
５
１

特
定
健
康
診
査
・
後
期
高
齢
者
医

療
健
康
診
査
の
ご
案
内

　
自
分
自
身
の
健
康
を
守
る
た
め
年

１
回
は
必
ず
健
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。
お
手
元
に
届
い
た
「
令
和
５
年

度
け
ん
し
ん
パ
ス
ポ
ー
ト
」の
中
に
、

特
定
健
康
診
査
（
国
民
健
康
保
険
加

入
者
）・
健
康
診
査
（
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
者
）
の
受
診
券
が
綴

じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査

対
象　

40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方

（
国
民
健
康
保
険
加
入
者
）

　
生
活
習
慣
病
の
前
段
階
で
あ
る
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓

脂
肪
症
候
群
）
を
発
見
す
る
た
め
の

検
査
で
す
。
該
当
者
お
よ
び
予
備
群

と
な
る
方
を
早
期
に
発
見
し
、
対
象

者
の
方
へ
生
活
習
慣
改
善
の
た
め
の

指
導（
特
定
保
健
指
導
）を
行
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査

対
象　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

　
後
期
高
齢
者
の
健
康
の
保
持
・
増

進
の
た
め
に
生
活
習
慣
病
や
予
備
群

を
早
期
に
発
見
し
、
早
期
治
療
や
予

防
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

※
詳
細
は
「
令
和
５
年
度
け
ん
し
ん

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を
確
認
の
う
え
、

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
受
診
の
際
は
受
診
券
が
必
要
に
な

り
ま
す
。有
効
期
限
を
確
認
の
う
え
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

受
付
の
際
に
は
、
必
ず
受
診
券
と
被

保
険
者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
集
団
検
診
ま
た
は
個
別
検
診
の
い

ず
れ
か
を
年
に
１
回
受
診
で
き
ま

す
。
市
の
補
助
を
使
っ
た
人
間
ド
ッ

ク
（
一
般
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
・
宿

泊
ド
ッ
ク
）
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ

ん
。
複
数
受
診
さ
れ
ま
す
と
、
費
用

を
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
受
診
期
間
は
、
令
和
６
年
２
月
29

日
ま
で
で
す
。

問 

集
団
検
診
に
関
す
る
こ
と

　

健
康
増
進
課  　
☎

（25）
３
５
１
１

受
診
券
に
関
す
る
こ
と

①
特
定
健
康
診
査

保
険
年
金
課
国
保
係
☎

（21）
２
１
３
１

②
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査

保
険
年
金
課
医
療
給
付
係

☎
（21）
２
１
３
７

６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

　
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た

６
月
１
日
を「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、
全
国
的
な
啓
発
活
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。そ
の
一
環
と
し
て
、

市
で
は
各
地
域
に
相
談
所
を
設
け
、

人
権
に
関
す
る
様
々
な
相
談
に
人
権

擁
護
委
員
が
応
じ
ま
す
。

特
設
相
談
所

栃
木
市
厚
生
セ
ン
タ
ー
（
旭
町
）

６
月
７
日
（
水
）
10
時
～
12
時
、
13

時
～
15
時

大
平
隣
保
館
（
大
平
町
新
）

６
月
12
日
（
月
）
10
時
～
12
時
、
13

時
～
15
時

人
権
擁
護
委
員

佐さ
や
ま山 

和か
ず
え江

氏
／
関せ

き
ぐ
ち口 

茂も
い
ち
ろ
う

一
郎
氏
／

渡わ
た
ぬ
ま沼 

康み
ち
こ子
氏
／
黒く

ろ
か
わ川 

弘ひ
ろ
て
る照
氏
／

臼う
す
い井 

春は
る
え江

氏
／
奈な

ら

ぶ
良
部 

俊し
ゅ
ん
じ次

氏
／

岸き
し 

千ち

か

こ
賀
子
氏
／
船ふ

な
だ田 

圭け
い
こ子
氏
／

石い
し
は
ら原 

謙け
ん
た
ろ
う

太
郎
氏
／
柏か

し
わ
ぐ
ら倉　

裕ゆ
た
か氏
／

石い
し
づ
か塚 

和か
ず
こ子

氏
／
高た

か
ぎ
わ際 

は
ま
子こ

氏
／

藤ふ
じ
の野 

喜き

よ

こ
代
子
氏
／
矢や

ぐ
ち口　

稔み
の
る
氏
／

荒あ
ら
き木 

由よ
し
か
ず和

氏
／
加か

も茂 

律り
つ
こ子

氏
／

大お
お
あ
く

阿
久 

功の
り
こ子

氏
／
臼う

す
い井 

恭き
ょ
う
こ子

氏
／

中な
か
だ田 

美み

ち

こ
千
子
氏
／
大お

お
た
け竹 

教き
ょ
う
こ子

氏
／

渡わ
た
な
べ辺 

憲の
り
こ子

氏

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
、人
権
相
談
、人
権
侵
害

に
よ
る
被
害
者
の
救
済
や
、人
権
に
つ

い
て
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

常
設
で
の
電
話
相
談
も
受
付
け
て
い

ま
す
の
で
、困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

専
用
相
談
電
話

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

１
１
０

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
１
２
０-

０
０
７-

１
１
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０-

０
７
０-

８
１
０

外
国
語
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

０
９
０-

９
１
１

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課　

☎
（21）
２
１
６
１

農
業
者
年
金
の
現
況
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

　
現
況
届
は
、
年
金
を
受
給
す
る
た

め
に
毎
年
必
要
な
手
続
き
で
す
。
現

況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
年
金
の
支

払
い
が
一
時
差
し
止
め
と
な
り
ま
す
。

期
限
ま
で
に
必
ず
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

対
象　
農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

提
出
期
限　
６
月
末
日

提
出
場
所　

農
業
委
員
会
事
務
局
、

各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
お

よ
び
各
支
所
・
出
張
所

注
意
事
項　

・
現
況
届
の
用
紙
を
紛
失
ま
た
は
汚

損
さ
れ
た
場
合
は
問
合
先
へ

・
年
金
受
給
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
場

合
は
、
お
近
く
の
農
協
支
店
へ
届
け

出
く
だ
さ
い
。

問 

農
業
委
員
会
事
務
局☎

（21）
２
３
９
３

高
齢
者
実
態
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
市
で
は
毎
年
、
普
段
の
見
守
り
活

動
、
不
慮
の
事
故
や
緊
急
の
際
に
活

用
す
る
た
め
、
ご
家
族
の
状
況
や
、

い
ざ
と
い
う
と
き
の
緊
急
連
絡
先
を

確
認
し
て
い
ま
す
。

対
象　
70
歳
以
上
（
令
和
５
年
４
月

１
日
時
点
）
の
方
の
み
が
暮
ら
す
世

帯
。
69
歳
以
下
の
方
が
同
居
ま
た
は

隣
接
地
に
お
住
い
の
場
合
は
調
査
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

内
容　
５
月
～
６
月
に
か
け
て
、
民

生
委
員
が
対
象
者
の
お
宅
を
訪
問
し

お
話
を
伺
い
、
調
査
票
を
作
成
し
ま

す
。
調
査
の
結
果
は
普
段
の
見
守
り

活
動
、
不
慮
の
事
故
や
緊
急
の
際
に

活
用
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問 

高
齢
介
護
課　

  

☎
（21）
２
２
４
１
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